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一
　
位
置

　

瀬
戸
内
海
の
西
部
に
伊
予
灘
と
斎
灘
を
境
し
て
忽
那
七
島
と
よ
ば
れ
る
七
つ
の
島

が
並
ん
で
い
る
が
、
二
神
島
は
こ
の
中
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
島
は
現
在
は
怒
和

島
、
津
和
地
島
と
共
に
神
和
村
に
属
し
て
お
り
、
山
口
、
広
島
の
島
々
に
接
し
て
い

る
。
島
か
ら
二
里
程
南
に
あ
る
由
利
島
、
こ
の
間
に
点
々
と
あ
る
横
島
、
小
市
島
、

中
島
、
鴨
背
島
等
の
無
人
島
は
い
ず
れ
も
二
神
部
落
の
内
で
あ
る
。（
附
図
参
照
）

河
岡
武
春

網
野
善
彦

共
同
漁
業
権
へ
の
依
存
度
に
関
す
る
調
査

　

―
　

愛
媛
県
温
泉
郡
二
神
島
　

―
　

　

二
神
島
は
周
囲
二
里
十
六
町
の
小
島
で
、
平
地
は
少
な
く
人
家
は
北
の
浜
辺
に
並

行
し
て
東
西
に
並
ん
で
お
り
、
山
の
中
腹
ま
で
耕
地
が
開
か
れ
て
い
る
。
人
口
は
千

余
人
、
戸
数
は
約
二
〇
〇
戸
で
明
治
の
頃
か
ら
さ
ほ
ど
変
っ
て
い
な
い
。
由
利
島
は

周
囲
一
里
余
、
昔
は
無
人
島
で
二
神
島
で
生
活
に
困
っ
た
人
が
わ
た
り
す
ん
だ
島
だ

っ
た
が
現
在
は
若
干
戸
が
定
住
し
て
い
る
。（
表
1
〈
＊
２３７
頁
〉）

　

教
員
、
僧
侶
、
数
軒
の
商
家
を
の
ぞ
い
た
大
部
分
の
家
は
二
〜
三
反
か
ら
一
町
位

ま
で
の
土
地
を
耕
作
す
る
か
た
わ
ら
、
漁
業
に
従
事
し
て
お
り
、
特
に
大
規
模
な
土

地
所
有
者
や
漁
業
経
営
者
は
み
ら
れ
な
い
。（
表
2
〈
＊
２３７
頁
〉）

　

最
近
山
に
は
み
か
ん
が
う
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
こ
れ
ら
の
収
入
が
ふ
え
た

が
、
所
有
耕
地
の
少
い
人
た
ち
の
漁
業
に
依
存
す
る
度
合
は
現
在
も
大
き
く
、
村
の

三
分
の
一
〜
四
分
の
一
の
人
は
漁
の
成
否
に
よ
っ
て
そ
の
生
活
を
左
右
さ
れ
る
と
い

わ
れ
て
い
る
。

二
　
歴
史

　

こ
の
島
は
中
世
の
頃
か
ら
二
神
と
い
う
姓
を
な
の
る
土
豪
が
支
配
し
て
い
た
。
島

の
寺
に
は
鎌
倉
末
か
ら
南
北
朝
に
か
け
て
こ
の
家
の
人
が
奉
納
し
た
大
般
若
経
が
現

存
し
て
い
る
。
こ
の
頃
二
神
氏
は
こ
の
辺
一
帯
に
力
を
も
っ
て
い
た
河
野
氏
と
主
従

関
係
を
結
ん
で
い
た
。
近
世
を
通
じ
て
こ
の
家
は
代
々
島
の
庄
屋
を
し
て
お
り
、
中



232

三
　
明
治
の
漁
業
組
合

　

漁
業
組
合
が
は
じ
め
て
正
式
に
結
成
さ
れ
た
の
は
明
治
三
六
年

（
一
九
〇
三
）
の
こ
と
で
、
従
来
六
人
の
網
主
に
よ
っ
て
所
持
さ

れ
て
い
た
鰮
網
の
漁
場
は
組
合
に
買
い
と
ら
れ
、
そ
の
他
の
島
々

周
辺
の
他
部
落
と
の
入
会
漁
場
等
と
共
に
正
式
に
漁
業
権
を
免
許

さ
れ
た
。（
表
3
〈
＊
２４０
頁
〉）

　

組
合
結
成
の
中
心
と
な
っ
た
の
は
明
治
初
期
も
戸
長
の
地
位
に

と
ど
ま
っ
て
い
た
、
二
神
氏
の
末
、
二
神
仲
次
郎
氏
で
、
そ
の
弟

団
四
郎
と
二
代
つ
づ
い
て
組
合
長
に
な
っ
て
い
る
。

　

組
合
に
は
部
落
の
殆
ん
ど
全
部
、
一
六
八
戸
中
一
五
〇
戸
が
加

入
し
た
。

　

九
統
の
鰮
網
は
部
落
で
一
番
大
事
な
漁
業
で
あ
り
、
漁
場
は
こ

の
時
組
合
の
所
有
と
な
っ
た
の
で
、
組
合
で
は
一
漁
場
毎
に
公
入

札
の
方
法
で
三
〜
五
年
季
で
特
別
漁
業
料
を
落
札
者
に
請
け
負
わ

せ
、
請
負
人
は
水
揚
の
十
分
の
二
を
徴
収
し
て
こ
れ
に
あ
て
た

世
近
世
に
わ
た
る
古
文
書
が
現
在
も
残
っ
て
い
る
。

　

島
の
人
々
が
こ
の
頃
か
ら
半
農
半
漁
の
生
活
を
い
と
な
ん
で
い
た
こ
と
は
想
像
さ

れ
る
が
、
漁
業
に
つ
い
て
史
料
に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
の
は
、
寛
文
二
年
（
一
六
六

二
）
に
由
利
島
の
鰮
網
代
を
和
気
郡
の
刈
屋
村
と
入
会
で
引
く
こ
と
を
と
り
き
め
て

い
る
の
が
そ
の
最
初
で
あ
り
、
こ
れ
以
後
も
由
利
島
の
網
代
に
は
他
村
の
網
が
引
き

に
来
て
い
る
こ
と
が
史
料
に
見
ら
れ
る
が
、
詳
し
い
こ
と
は
未
だ
史
料
が
整
理
中
の

た
め
わ
か
ら
な
い
。

　

こ
の
他
魦イ

カ
ナ
ゴ子
の
四
ツ
手
網
が
弘
化
の
頃
（
一
八
四
四
〜
八
）
に
津
和
地
島
か
ら
伝

え
ら
れ
た
と
い
う
所
伝
を
知
る
の
み
で
あ
る
。（
二
神
漁
協
組
文
書
）

が
、
組
合
の
収
入
は
こ
れ
が
一
番
多
く
、
漁
獲
高
も
こ
れ
が
最
高
だ
っ
た
。

　

こ
れ
に
つ
い
で
い
る
の
が
玉
筋
魚
の
抄
網
で
あ
り
、
鳥
附
漁
業
と
い
わ
れ
、
セ
ド

リ
、
ウ
ワ
カ
モ
メ
、
平
家
ダ
オ
シ
等
の
鳥
が
玉
筋
魚
を
駆
逐
す
る
時
に
、
集
っ
た
魚

を
す
く
い
と
る
の
で
あ
る
。

　

水
揚
さ
れ
た
鰮
、
玉
筋
魚
は
い
ず
れ
も
煮
っ（

マ
マ
）て
製
品
と
さ
れ
、
問
屋
に
よ
っ
て
阪

神
地
方
に
う
り
出
さ
れ
、
取
引
高
の
十
分
の
二
が
組
合
に
納
め
ら
れ
た
。
又
釣
配
縄

等
に
よ
っ
て
獲
ら
れ
た
魚
は
「
商
主
」
と
よ
ば
れ
る
商
人
に
う
ら
れ
る
習
慣
で
、
製

品
の
場
合
と
同
様
取
引
高
の
十
分
の
二
が
組
合
の
収
入
と
な
っ
た
。
地
先
の
専
用
漁

場
に
は
山
口
、
広
島
等
か
ら
漁
師
が
入
漁
し
て
来
る
こ
と
が
多
く
、
こ
の
場
合
に
は

一
々
入
漁
料
が
徴
収
さ
れ
た
。
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共同漁業権への依存度に関する調査

組
合
員
分

配
金

一
〇
三
、六
〇
〇
一
二
一
、六
〇
〇

計

五
二
六
、一
九
〇

四
八
四
、六
八
〇
計

五
二
六
、一
九
〇
四
八
四
、六
八
〇

Ⅴ　

組
合
員
年
中
行
事
（
明
治
四
二
年
五
月
）（
別
紙　

＊
表
5
〈
２３９
頁
〉）

　

こ
の
当
時
は
漁
業
権
の
免
許
を
め
ぐ
る
訴
訟
の
出
費
の
た
め
に
組
合
に
は
借
金
も

大
分
あ
っ
た
が
漸
次
返
済
、
蓄
積
の
方
向
に
向
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

昭
和
三
年
に
二
神
団
四
郎
氏
は
組
合
長
を
辞
し
た
が
、
こ
れ
以
後
二
神
氏
は
組
合

と
の
関
係
は
も
た
な
く
な
り
、
村
の
中
心
の
地
位
か
ら
は
な
れ
て
ゆ
く
。

四
　
現
在
の
漁
業

　

昭
和
五
年
（
一
九
三
〇
）
に
組
合
は
五
人
の
網
持
か
ら
五
帖
の
網
を
買
入
れ
て
鰮

網
の
自
営
を
は
じ
め
た
。
そ
れ
ま
で
は
先
に
の
べ
た
よ
う
に
組
合
員
が
入
札
で
漁
場

を
請
け
負
っ
て
い
た
が
、
歩
金
が
段
々
高
く
な
り
、
鰮
網
を
や
る
と
身
代
を
分
散
す

る
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
で
、
組
合
が
共
同
で
網
を
自
営
し
は
じ
め
た
の
は
こ
の
よ
う
な

状
況
を
解
決
す
る
た
め
だ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
に
は
当
然
組
合
と

し
て
の
基
金
の
蓄
積
が
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
り
、
調
査
が
不
充
分
な
た
め
明
ら
か

に
し
え
な
い
が
、
こ
の
辺
の
事
情
は
も
っ
と
突
込
ん
で
考
え
る
余
地
が
あ
り
そ
う
に

思
わ
れ
る
。

　

昭
和
八
年
に
は
巾
着
網
一
統
等
が
更
に
増
さ
れ
、
組
合
の
自
営
部
も
確
立
し
た
。

二
神
氏
が
退
い
た
後
は
村
の
漁
業
は
組
合
を
中
心
に
す
す
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ

う
が
、
自
営
の
本
格
化
と
共
に
組
合
の
活
動
に
は
更
に
一
段
と
活
気
を
加
え
、
そ
の

地
位
も
確
固
と
し
た
も
の
に
な
っ
て
き
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。

　

自
営
開
始
当
時
は
組
合
自
営
の
網
に
並
行
し
て
小
泊
、
向
井
、
本
浦
、
脇
浜
の
四

つ
の
網
組
が
あ
っ
た
が
、
こ
の
中
二
つ
は
漁
を
や
め
現
在
で
は
小
泊
、
向
井
の
両
組

の
み
操
業
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
収
入
の
中
五
分
の
一
位
が
漁
場
維
持
の
た
め
に
組
合
で
使
わ
れ
る
の

み
で
、
の
こ
り
は
村
の
い
ろ
い
ろ
な
費
用
、
学
校
や
神
社
の
祭
礼
の
た
め
に
使
わ
れ

た
。

　

明
治
四
〇
年
頃
の
組
合
の
状
況
、
収
支
等
は
表
4
〈
＊
２３７
頁
〉
の
よ
う
に
な
っ
て

い
る
。

Ⅱ　

漁　

業　

権

特
別
漁
業
鰮
地
（
船
）
曳
網　

二
七

専
用
漁
業
権　
　
　
　
　
　
　
　

五

Ⅲ　

明
治
四
十
年
度
漁
業
収
入

特
別
漁
業
料　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
、
三
四
二
、円

一
六

釣
配
縄
業
に
よ
り
商
主
よ
り
納　
　
　
　

二
七
二
、
〇
〇

鰮
、
玉
筋
魚
製
品
取
扱
者
よ
り
納　
　
　

二
五
六
、
〇
〇

専
用
漁
場
へ
の
入
漁
料　
　
　
　
　
　
　

二
八
五
、
〇
〇

計　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
、
二
七
五
、
一
六
…
… 
こ
の
中
五
分
の

一
程
が
組
合
自

体
の
収
入
と
な

る
。

Ⅳ　

明
治
三
八
、
三
九
年
度
の
収
支

収　
　

入

支　
　

出

明
治
三
八
年

〃
三
九
年

明
治
三
八
年

〃
三
九
年

特
別
漁
業
権
に

よ
る
漁
業
料

円

二
〇
五
、六
五

円

二
四
五
、〇
〇
事
務
所
費

円

三
二
一
、二
九
五

円

三
四
七
、三
〇
五

入
漁
料

二
九
〇
、九
四

二
三
九
、六
八
会
議
費

八
九
、二
〇
〇

一
、八
〇
〇

負
担
金

二
九
、六
〇

基
金
蓄
積

一
二
、〇
九
五

一
三
、九
七
五
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る
。
歩
合
は
一
日
を
一
〇
と
し
て
、
朝
晩
の
と
き
は
各
五
分
ず
つ
、
昼
も
や
っ
た
と

き
は
朝
は
早
起
き
す
る
の
で
四
、
昼
が
「
ヒ
ヤ
ケ
」
で
三
、
晩
は
三
の
割
に
な
る
。

こ
の
割
で
中
学
卒
業
以
上
の
男
が
一
人
前
と
す
れ
ば
女
は
八
掛
、
子
供
は
中
学
一
年

四
掛
、
二
年
六
掛
、
三
年
八
掛
の
割
に
な
っ
て
い
る
。

　

加
工
さ
れ
た
煮
干
鰮
は
大
部
分
が
組
合
を
通
じ
て
販
売
さ
れ
、
若
干
が
小
売
に
ま

わ
さ
れ
る
。

　

漁
の
終
る
の
は
十
月
半
で
あ
り
、
十
月
二
十
日
が
決
算
す
る
日
に
な
っ
て
い
る
。

総
売
上
高
の
中
か
ら
先
ず
組
合
関
係
の
諸
経
費
が
ひ
か
れ
る
。
漁
場
は
組
合
か
ら
借

り
て
い
る
の
で
特
別
漁
業
料
と
し
て
総
額
の
五
分
、
販
売
手
数
料
と
し
て
三
分
、
そ

の
他
組
合
を
通
じ
て
買
っ
た
資
材
の
代
金
等
が
そ
れ
ぞ
れ
差
引
か
れ
、
漁
期
を
通
じ

て
金
が
不
足
し
た
時
に
組
合
か
ら
借
り
た
金
も
こ
の
時
に
ひ
か
れ
る
。
こ
う
し
て
残

っ
た
額
か
ら
更
に
製
造
実
費
と
し
て
水
塩
、
袋
、
モ
ー
タ
ー
船
の
油
等
の
代
金
を
引

き
、
残
金
を
株
主
（
オ
ー
ゴ
）
と
「
デ
ビ
キ
」
で
半
分
宛
に
分
け
る
。
株
主
が
こ
れ

か
ら
、
漁
具
の
補
修
費
、
漁
網
代
等
を
は
ら
い
、
の
こ
り
を
一
三
人
で
等
分
す
る
。

「
デ
ビ
キ
」
の
方
は
目
録
帳
に
記
さ
れ
た
歩
合
で
そ
れ
ぞ
れ
割
け
前
を
も
ら
う
わ
け

で
あ
る
。（
表
9
〈
＊
２４３
頁
〉）

　

向
井
組
の
方
も
大
体
こ
れ
と
同
様
で
一
四
人
の
株
主
が
出
資
し
て
い
る
が
、
売
上

の
分
配
の
仕
方
が
す
こ
し
ち
が
い
、
小
泊
組
が
製
造
実
費
を
ひ
く
の
に
対
し
、
二
割

位
の
割
合
を
定
め
て
こ
れ
に
当
る
も
の
を
ひ
い
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
網
組
の
経
営
は
大
体
ふ
る
く
か
ら
の
網
組
の
延
長
と
み
て
よ
い
と

思
わ
れ
る
が
、
現
在
は
組
合
に
依
存
し
つ
つ
経
営
を
維
持
し
て
い
る
。

（
2
）　
自
営
部
の
経
営

　

Ⅰ　

自
営
部
で
は
現
在
巾
着
網
一
統
と
船
曳
網
二
統
が
操
業
し
て
い
る
。
巾

着
網
は
許
可
漁
業
な
の
で
、
漁
業
権
漁
業
で
は
な
い
が
、
い
ず
れ
も
由
利

島
の
周
囲
の
漁
場
で
網
を
下
し
て
い
る
。
網
組
の
経
営
と
比
べ
て
規
模
も

大
き
く
ず
っ
と
組
織
だ
っ
た
経
営
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　

現
在
の
組
合
の
状
況
は
表
7
〈
＊
２４２
頁
〉
の
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
漁
業
制
度
改

革
に
と
も
な
っ
て
、
従
来
の
専
用
、
特
別
漁
業
権
は
整
理
さ
れ
、
新
た
に
共
同
漁
業

権
と
し
て
免
許
を
う
け
て
い
る
。（
表
6
〈
＊
２４１
頁
〉）

五
　
鰮
網

　

先
に
の
べ
た
よ
う
に
現
在
経
営
を
し
て
い
る
の
は
組
合
の
自
営
部
と
小
泊
、
向
井

の
両
組
で
あ
っ
て
、
自
営
部
は
由
利
島
の
漁
場
で
、
小
泊
、
向
井
組
は
二
神
島
周
辺

の
漁
場
で
網
を
引
い
て
い
る
。

　

両
者
を
あ
わ
せ
た
漁
獲
高
は
組
合
総
漁
獲
高
の
中
、
数
量
で
三
八
％
、
金
額
で
一

七
％
を
し
め
て
い
る
。

（
1
）　
網
組
の
経
営
　

―
　

小
泊
組

　

小
泊
組
は
一
三
人
の
株
主
が
平
等
に
出
資
し
て
経
営
し
て
い
る
。
こ
の
地
方
で
は

株
主
の
こ
と
を
「
オ
ー
ゴ
」
と
よ
ん
で
い
る
。

　

七
月
末
乃
至
八
月
初
頃
か
ら
漁
期
に
入
る
が
、
株
主
の
各
家
か
ら
三
〜
四
人
の
男

女
が
働
き
に
出
る
。
現
在
は
定
員
四
五
人
で
あ
る
が
一
、
三
軒
の
家
の
者
な
ら
ば
こ

れ
を
こ
え
る
こ
と
は
差
支
え
な
い
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
一
年
切
で
人
を
雇
う
こ
と

も
あ
っ
て
、
昭
和
二
九
年
度
は
日
給
三
〇
〇
円
で
五
人
の
男
を
や
と
っ
て
い
る
。
こ

れ
ら
の
男
女
は
「
オ
ー
ゴ
」
に
対
し
て
「
デ
ビ
キ
」
と
よ
ば
れ
、
男
は
網
を
ひ
き
、

女
は
と
れ
た
鰮
を
カ
マ
で
煮
っ（

マ
マ
）て

加
工
す
る
役
に
ま
わ
る
。

　

網
船
は
二
艘
で
二
〇
人
の
男
が
の
り
く
み
、
網
船
を
漁
場
ま
で
ひ
い
て
ゆ
く
動
力

船
が
二
艘
で
男
女
二
人
ず
つ
計
四
人
が
の
り
く
む
。
こ
れ
に
魚
群
の
位
置
を
示
し
漁

を
指
揮
す
る
「
ム
ラ
グ
ミ
」
他
一
人
が
の
り
こ
む
手
船
が
一
艘
で
、
合
計
二
六
人
が

網
引
き
に
参
加
す
る
わ
け
で
あ
る
。（
表
8
〈
＊
２３７
頁
〉）

　

漁
は
日
の
出
、
日
の
入
を
中
心
と
し
て
行
わ
れ
る
が
、「
ヒ
ヤ
ケ
」
と
い
っ
て
昼

も
や
る
時
が
あ
る
。
一
日
の
漁
が
終
る
と
目
録
帳
に
そ
の
日
の
歩
合
が
書
き
こ
ま
れ
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む
る
が
、
女
の
仕
事
は
こ
れ
か
ら
は
じ
ま
る
。
と
れ
た
鰮
を
島
の
浜
辺
に
並
ん
で
い

る
四
〇
位
の
釜
で
煮（

マ
マ
）り

、
製
品
を
等
級
に
分
け
て
袋
に
入
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

　

網
に
は
鰮
ば
か
り
で
な
く
、
鯛
、
鯖
等
の
雑
魚
も
入
っ
て
お
り
、
巾
着
網
で
は
鰮

が
い
た
み
目
切
鰮
が
出
る
が
、
こ
れ
ら
は
分
配
の
仕
方
が
き
ま
っ
て
い
る
。（
表
12

〈
＊
２３７
頁
〉）

　

こ
う
い
う
分
配
の
仕
事
、
毎
日
の
歩
合
の
帖
面
つ
け
、
そ
の
他
資
材
の
補
修
等
万

端
の
世
話
を
す
る
の
が
組
合
の
自
営
責
任
者
の
仕
事
で
あ
る
。

　

歩
合
は
網
組
の
場
合
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
が
、
組
合
の
場
合
は
中
学
生
は
や
と
わ

な
い
の
で
、
中
学
卒
業
の
十
七
歳
〜
六
十
五
歳
ま
で
の
男
子
が
一
人
前
と
な
っ
て
お

り
、
六
十
五
歳
以
上
の
人
、
女
子
は
八
分
で
あ
る
。
こ
の
他
巾
着
網
乗
組
員
は
労
働

の
激
し
い
関
係
で
一
割
五
分
増
と
な
っ
て
お
り
、
地
曳
責
任
者
、
モ
ー
タ
ー
船
頭
も

そ
れ
ぞ
れ
一
割
五
分
増
、
地
曳
岩
置
は
一
割
増
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
う
し
て
加
工
さ
れ
た
製
品
は
県
内
を
は
じ
め
阪
神
地
方
に
う
り
出
さ
れ
、
二
神

の
煮
干
は
良
質
だ
と
さ
れ
て
い
る
。

　

漁
の
終
る
の
は
一
〇
月
二
〇
日
乃
至
三
〇
日
で
、
そ
れ
と
共
に
決
算
が
な
さ
れ
る

が
漁
獲
の
配
分
は
（
表
13
〈
＊
２４４
頁
〉）
の
よ
う
な
割
合
で
な
さ
れ
て
い
る
。

　

参
考
に
昭
和
二
六
年
度
、
二
八
年
度
の
配
分
の
状
況
を
掲
げ
る
。（
表
14
〈
＊
２４４

頁
〉）

　

自
営
部
は
独
立
会
計
に
な
っ
て
い
る
の
で
組
合
の
会
計
と
は
別
に
決
算
が
な
さ
れ

る
。
従
業
員
に
配
分
さ
れ
る
額
が
漁
期
中
の
総
歩
合
に
よ
っ
て
各
々
に
配
分
さ
れ
る

の
は
網
組
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
。
昭
和
二
七
、
二
八
年
度
の
網
で
働
い
た
人
の
収

入
は
表
15
〈
＊
２４４
頁
〉
の
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
煮
干
い
わ
し
の
み
で
一
家
族
年
収

三
〜
六
万
円
位
の
現
金
収
入
に
な
る
わ
け
で
、
こ
れ
に
更
に
鯛
、
鯖
等
の
雑
魚
の
配

分
が
加
わ
る
。

Ⅱ　

自
営
部
の
経
営
は
昭
和
二
四
年
か
ら
二
六
年
ま
で
は
毎
年
剰
余
金
を
の
こ

し
、
着
々
と
利
益
を
あ
げ
て
来
た
が
、
二
七
、
二
八
年
度
は
い
ず
れ
も
欠
損

に
終
り
、
昨
年
調
査
に
い
っ
た
当
時
も
漁
は
決
し
て
好
調
で
は
な
か
っ
た
よ

　

旧
暦
の
正
月
一
一
日
は
大
魂
祝
（
オ
ー
ダ
マ
）
の
日
で
組
合
の
総
会
が
ひ
ら
か
れ

る
。
一
〇
日
の
胡
子
祭
（
エ
ビ
ス
）
が
釣
業
者
の
お
祭
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
こ
の

日
は
旧
く
か
ら
の
網
業
者
の
祭
で
あ
り
、
現
在
も
こ
の
習
慣
が
の
こ
っ
て
い
る
の
で

あ
る
が
、
こ
の
日
に
誰
が
巾
着
に
の
る
か
、
船
曳
に
の
る
か
が
き
め
ら
れ
、
手
船
に

の
る
も
の
、
網
の
責
任
者
「
ム
ラ
グ
ミ
」
の
選
挙
等
が
行
わ
れ
、
酒
宴
が
催
さ
れ

る
。
こ
れ
は
大
体
三
年
毎
に
か
わ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　

漁
の
は
じ
ま
る
の
は
網
組
の
場
合
と
同
じ
で
七
月
末
乃
至
八
月
初
で
あ
る
。
こ
の

頃
に
な
る
と
網
で
働
く
人
達
は
家
族
づ
れ
で
由
利
島
に
わ
た
っ
て
ゆ
く
。
由
利
島
に

は
バ
ラ
ッ
ク
建
の
家
が
並
ん
で
た
て
ら
れ
て
お
り
、
漁
の
期
間
は
こ
こ
に
す
む
の
で

あ
る
。
組
合
の
事
務
所
も
あ
っ
て
漁
期
中
事
務
を
と
る
人
が
一
緒
に
わ
た
っ
て
ゆ

く
。
二
神
島
と
由
利
島
の
間
を
日
に
一
回
往
復
す
る
渡
海
船
の
往
来
が
は
じ
ま
り
、

二
神
に
の
こ
っ
て
い
る
も
の
と
、
由
利
に
働
き
に
い
っ
て
い
る
も
の
の
間
の
連
絡
、

食
糧
等
の
運
搬
は
こ
れ
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
の
で
、
漁
期
中
こ
れ
に
の
れ
る
回
数
は

家
族
人
員
に
応
じ
て
き
め
ら
れ
て
い
る
。（
表
10
〈
＊
２３７
頁
〉）

　

男
が
網
引
き
に
、
女
が
加
工
に
従
事
す
る
の
は
網
組
の
場
合
と
同
じ
で
あ
る
。

　

巾
着
網
の
網
船
は
四
ト
ン
半
、
三
二
人
が
の
り
、
先
曳
き
の
モ
ー
タ
ー
船
は
二
ト

ン
八
馬
力
で
二
人
が
の
り
く
み
、
こ
れ
に
各
二
人
が
の
り
く
む
。
手
船
、
脇
手
船
が

つ
き
、
手
船
に
は
魚
群
を
指
揮
す
る
山
見
一
人
が
の
り
、
計
三
九
人
に
よ
っ
て
操
業

さ
れ
る
。
網
は
二
七
〇
尋
位
で
あ
る
。

　

船
曳
網
の
網
船
は
四
ト
ン
、
網
は
一
六
〇
尋
で
、
二
八
人
で
操
業
さ
れ
る
が
、
こ

の
中
一
人
が
手
船
に
の
る
。
巾
着
の
労
働
の
方
が
船
曳
よ
り
も
ず
っ
と
急
激
で
大
変

な
の
で
、
二
〇
代
の
若
い
人
が
多
く
巾
着
に
の
り
く
む
。（
表
11
〈
＊
２３７
頁
〉）

　

漁
は
日
の
出
る
直
前
、
入
っ
て
直
後
の
一
番
魚
の
と
れ
る
「
マ
ジ
メ
」
と
い
わ
れ

る
頃
を
中
心
に
朝
晩
の
二
回
行
わ
れ
、
由
利
島
の
周
辺
で
魚
群
を
探
す
の
で
あ
る

が
、
魚
群
を
み
つ
け
る
と
船
曳
の
方
は
網
を
ま
わ
し
て
ゆ
っ
く
り
引
く
が
、
巾
着
の

方
は
魚
群
に
お
そ
い
か
か
り
、
華
々
し
い
か
け
声
の
中
で
短
時
間
に
網
を
締
め
る
の

で
あ
る
。
漁
が
終
る
と
急
激
な
労
働
の
疲
れ
を
酒
で
い
や
し
、
昼
間
も
ぐ
っ
す
り
ね
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六
　
む
す
び

　

元
来
こ
の
調
査
は
「
共
同
漁
業
権
へ
の
依
存
度
」
の
調
査
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の

で
あ
る
が
、
調
査
に
不
慣
れ
な
た
め
充
分
こ
の
目
的
に
は
そ
え
な
か
っ
た
。
こ
と
に

前
節
で
の
べ
た
自
営
の
前
進
を
は
ば
ん
で
い
る
も
の
の
性
格
、
村
の
網
組
の
歴
史
に

つ
い
て
は
共
同
漁
業
権
と
い
う
こ
と
と
関
連
し
て
も
深
く
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
問
題
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

　

そ
れ
に
し
て
も
自
営
部
の
創
設
と
巾
着
網
の
経
営
は
一
歩
の
前
進
で
あ
ろ
う
。
と

こ
ろ
で
巾
着
網
と
共
同
漁
業
権
の
船
曳
網
と
の
関
係
を
見
る
に
、
多
く
の
場
合
他
地

方
に
お
い
て
は
、
両
者
共
に
個
人
経
営
に
し
て
後
者
は
前
者
に
よ
っ
て
圧
迫
さ
れ
る

傾
向
が
強
い
。
し
か
し
こ
の
部
落
に
お
い
て
は
こ
の
両
者
が
同
一
企
業
体
に
属
し
、

労
働
力
の
配
分
、
漁
場
の
配
分
、
最
後
に
利
益
の
配
分
等
が
計
画
的
、
合
理
的
に
遂

行
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
両
者
の
間
に
闘
争
と
い
う
よ
り
は
相
互
補
完
的
関
係
が
あ

り
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
共
同
漁
業
権
が
巧
み
に
利
用
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い

で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
こ
の
部
落
の
今
後
の
問
題
は
、
周
辺
の
海
域
に
出
現
す
る
近

代
的
な
漁
具
資
材
を
も
つ
漁
業
体
が
鰮
資
源
の
減
少
を
来
す
こ
と
の
恐
れ
に
あ
る
と

い
え
よ
う
。

う
で
あ
る
。（
表
16
〈
＊
２４５
頁
〉）

　

周
辺
で
大
き
な
網
が
多
く
な
り
鰮
が
附
近
の
漁
場
に
来
な
か
っ
た
こ
と
が
そ
の
一

つ
の
原
因
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
状
況
に
直
面
し
て
経
営
に
情
熱
を
傾

け
て
い
る
組
合
の
若
い
世
代
に
ナ
イ
ロ
ン
網
の
購
入
等
に
よ
る
技
術
の
拡
大
、
経
営

規
模
の
拡
大
、
合
理
化
等
が
考
え
ら
れ
て
く
る
の
は
自
然
の
勢
い
で
あ
る
が
、
こ
う

し
た
前
進
へ
の
意
欲
が
、
村
の
網
組
か
ら
発
展
し
た
と
い
う
こ
の
網
の
歴
史
そ
の
も

の
を
代
弁
す
る
村
の
老
人
達
の
反
対
を
未
だ
お
し
切
れ
ず
に
い
る
の
が
現
状
の
よ
う

で
あ
る
。

　

漁
は
村
の
も
の
だ
か
ら
漁
業
か
ら
の
収
入
は
村
全
体
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
の

は
、
恐
ら
く
徳
川
か
ら
明
治
を
通
じ
て
の
村
の
人
々
の
考
え
方
で
あ
り
、
先
に
も
み

た
よ
う
に
明
治
の
組
合
の
場
合
に
も
漁
業
よ
り
の
収
入
は
そ
の
わ
ず
か
が
組
合
に
残

さ
れ
る
だ
け
で
、
大
部
分
が
村
の
い
ろ
い
ろ
な
費
用
に
使
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る

が
、
現
在
も
こ
の
考
え
方
は
根
強
い
よ
う
で
自
営
部
の
収
益
は
今
ま
で
村
の
学
校
建

設
の
費
用
等
に
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
こ
れ
は
当
然
自
営
の
経
営
を
前
進
さ
せ
よ

う
と
す
る
意
欲
に
衝
突
し
て
く
る
。
又
別
表
の
損
益
計
算
書
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
従

業
員
の
慰
労
費
と
し
て
支
出
さ
れ
て
い
る
一
四
万
円
は
殆
ん
ど
す
べ
て
が
酒
代
な
の

で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
経
営
合
理
化
を
考
え
る
日
に
は
「
漁
村
の
悪
習
」
と
映
じ
、
余

計
な
も
の
と
み
え
て
く
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
農
業
の
か
た
わ
ら

漁
の
収
入
に
期
待
し
て
こ
の
網
に
働
く
村
の
人
々
の
生
活
そ
の
も
の
に
関
連
す
る
こ

と
で
あ
り
、
先
の
よ
う
な
考
え
方
と
も
つ
な
が
っ
て
く
る
歴
史
的
な
根
の
深
い
も
の

で
あ
る
だ
け
に
当
面
の
解
決
は
期
待
で
き
な
い
問
題
で
あ
る
。

　

当
面
組
合
の
人
た
ち
に
考
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
先
に
ふ
れ
た
よ
う
に
四
〇
〇
万

程
の
費
用
を
か
け
て
網
を
ナ
イ
ロ
ン
網
に
か
え
、
漁
場
を
広
く
動
こ
う
と
い
う
こ
と

な
の
で
あ
り
、
組
合
長
を
通
じ
て
の
県
へ
の
働
き
か
け
と
そ
の
補
助
が
期
待
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
が
、
補
助
の
見
透
し
は
と
も
か
く
こ
の
計
画
自
体
が
老
人
の
反
対
に

ぶ
つ
か
っ
て
い
る
よ
う
で
、
瀬
戸
内
海
と
い
う
狭
い
海
を
前
に
し
て
島
の
組
合
自
営

の
鰮
網
の
経
営
は
今
古
い
村
の
網
組
か
ら
の
脱
皮
の
過
渡
期
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
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表 1　人口戸数の変遷
明治 41（1908） 昭和 29（1954）

戸数 163 225
人口 1,034 1,114

表 2　（Ⅱ）　村民税段階別賦課表
6,000円以上 5,000円 4,000円 3,000円 2,000円 1,000円 500円 500円以下 計

0 0 5 4 25 34 51 53 172

表 4　明治の漁業組合の状況
（明治 41年 9月）

船数 漁獲高（円）
鰮 地 曳 9 3,600
玉筋魚汕 75 3,000
鯛 釣 35 3,325
鯖 曳 87 1,740
鰮 釣 97 1,940
そ の 他 8,252
計 21,857

表 8　網子の男女別、年齢別表
20歳迄 21～30 31～40 41～50 50以上 計

男 6 11 34 4 4 28
女 6 7 3 4 1 21
計 49

表 10　渡海船乗船回数
4人～12回 3人～10回 2人～8回 1人～6回

表 11　巾着網　船曳網　従事者の年齢別表
20歳まで 21～30 31～40 41～50 50歳以上 計

巾着網 7 20 8 3 1 39
船曳網 2 7 5 8 6 28
計 67
男総計　69人、内 2人組合事務　女総計　69人

表 12　目切鰮・鯛鯖等の分配法
目切鰮 1、50袋未満 巾着乗組員のみ

2、50～ 100 巾着乗組員 3割　男子全員 7割
3、100袋以上 一般煮干にいれる。

地曳巾着による鯛鯖等の雑魚 曳上高 10貫迄 2割　乗組員
8割　男全員

20貫迄 1割 5分　乗組員
8割 5分　男全員

20貫以上 金 1,500円を乗組員へ
組合への歩金 30貫迄 1割

30貫以上 2割
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表 5　組合員年中行事調書（明治 42年〔1909〕5月調）二神漁業組合
鮑突、海鼠
突、栄螺

鹿尾菜 鱆壺配縄 延縄 雑魚網 釣 鰮地曳網 王余魚汕網 鳥付漁場 布海苔 製造品 王余魚攩網 王余魚地曳網 鯖曳網 鰮地曳大網 鯖曳網

1月 日々従事 20日頃より 三田尻より
壺購入

魬鯛延縄 専ら操業 鯛釣 1月 15日間農事

2月 日々従事 末日頃採取
期終了

専ら操業 鯛魬延縄 操業 鯛、雑魚釣 網修繕、
網地を音
戸より購
入注文

修繕に着手 15日
頃より
漁期

2月 陰 暦 正 月 11
日は御祈祷日
鰮網の大魂祝
網主と漁夫の
雇入契約　酒
盛　ノフ皮染
料を音戸より
購入　陰 3月
10日 胡 子 春
祭釣業届商魚
主魚類販売者
寄合鳥付漁場
に付協議酒宴

3月 日々従事 専ら操業 鳥付漁場にて
鯛釣

点火材松（肥
松）を三津浜
より購入
三津浜風早網
師寄合抽籤

3月 中旬頃
より従
事

4月 従事 操業 鳥付漁場鯛釣
の盛漁期

網師毎早朝
集合抽籤従
事

4月 中旬頃
採取期
終了

用品原料
（塩）を購入
王余魚製造品
を仲買問屋に
売る

15日頃より
漁期、日々
従事

5月 従事 操業 鯛釣 17日漁期終
了
網上

1 5 日
頃漁期
終了

5月 王余魚製造品
を豊前長州に
送出

17日頃漁期
終了　網上
げ

15日より
下し　日々
従事

6月 従事 専ら操業 鯛、鰈釣 6月 王余魚製造品
を仲買人に販
売

1日頃漁業終
了　網上げ漁
夫勘定解雇

約 20日 間 農
事

7月 従事 鯛釣が主魬釣
をなすあり

網を下
す日々
操業

7月 鰮製造品を京
阪地方へ送出
鯖は広島三津
浜に輸送

3日より下
す月中盛漁
期、専ら従
事　 2 0 頃
より喜多西
宇和に出漁

8月 従事 鯛、雑魚釣 地曳網
漁業
10日頃
終了　
網上げ
漁夫勘
定解雇

8月 チリメン煎子
販売

専ら従事 12日頃網を
下す

15日 よ り
月末迄鰮地
曳大網を以
て鯖曳を行
う

9月 従事 2日より鰮
釣中旬より
下旬まで最
盛　鯛釣

9月 鯖を広島に販
売仲買に売渡

下旬終了網
上

陰暦 8月10日
胡子秋祭釣業
者休業、8月
15日 氏 神 社
秋祭漁業者一
般休漁酒宴鰮
地曳大網師は
漁師をまねき
酒宴

1日より 20
日まで従事

10月 従事 鯛、魬釣
鰮釣

10月 鰮漁業に従
事

25日 氏 神 社
例祭漁業者一
般休漁
10日間農事

11月 従事 網を下す 30日 鰮 釣
終了鯛魬烏
賊釣

11月 鰮煮干を仲買
問屋に販売

上旬終了網
上げ　漁夫
勘定解雇

約 20日農事

12月 従事 専ら従事 専ら操業 鯛、魬釣 12月 大網師貯蔵品
を販売

約 20日農事



239
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1日頃漁業終
了　網上げ漁
夫勘定解雇

約 20日 間 農
事

7月 従事 鯛釣が主魬釣
をなすあり

網を下
す日々
操業

7月 鰮製造品を京
阪地方へ送出
鯖は広島三津
浜に輸送

3日より下
す月中盛漁
期、専ら従
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宇和に出漁
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漁業
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下旬まで最
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1日より 20
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表 3　旧漁業権の状況（組合漁業権台帳より）
 注　明治 36年組合結成当時は専用漁業権はもう少し多かったようである。
免許番号 明治 39以前

温第 1号 二神池ノ浦 特別漁業権鰮地引網　第 3種 西岡平六、浜脇、組合
〃　 2 〃 〃　西脇東脇アラレ 　　　　〃 黒子五郎八、来島団衛、岡

本代三郎、浜田浅蔵
〃　 3 〃 〃　センボラ、アラレ 〃　　　　鰮船曳網　第 3種 ①
〃　 4 〃 〃　　　〃 〃　　　　　 〃　　 〃 4 〃 ①
〃　 5 〃 〃　能崎 〃　　　　鰮地曳網　第 3種 ①
〃　 6 〃 〃　 〃 〃　　　　　 〃　　　 〃 ②
〃　 7 〃 〃　クブラ 〃　　　　　 〃　　 第 4種 ②
〃　 8 〃 〃　　〃 〃　　　　　 〃 ①
〃　 9 〃 〃　吉浦 〃　　　　　　　　　（特別） ①
〃　 10 〃 〃　 〃 〃　　　　　　　　　第 3種 ②
〃　 11 〃 〃　馬口 〃　　　　　　　　　　〃 ①
〃　 12 〃 〃　稲蔵 〃　　　　　　　　　　〃 ①
〃　 13 〃 〃　カゲ 〃　　　　　 〃　　　 〃 ①
〃　 14 〃 〃　本浦 〃　　　　　 〃　　　 〃 ①
〃　 15 〃 〃　城ノ後 〃　　　　　 〃　　　 〃 ①
〃　 16 〃 〃　古屋 〃　　　　　 〃　　　 〃 ②
〃　 17 〃 〃　 〃 〃　　　　　 〃　　　 〃 ①
〃　 18 〃 〃　ソヲズ 〃　　　　　 〃　　　 〃 ①
〃　 19 〃 〃　横島 〃　　　　　 〃　　　 〃 ①
〃　 20 〃 〃　由利納家場 〃　　　　　 〃　　　 〃 ①
〃　 21 〃 〃　　　〃 〃　　　　　 〃　　　 〃 ②
〃　 22 〃 〃　由利網下場 〃　　　　　 〃　　　 〃 ①
〃　 23 〃 〃　　　〃 〃　　　　　 〃　　　 〃 ②
〃　 24 〃 〃　由利網蔵ノ下 〃　　　　鰮船曳網　第 4種 ②
〃　 25 〃 〃　　　 〃 〃　　　　　 〃　　　 〃 ①
〃　 26 〃 〃　由利網上場 〃　　　　鰮地曳綱　第 3種 ①
〃　 27 〃 〃　　　〃 〃　　　　　 〃　　　 〃 ②
農指 2818 二神島沖合（由利潟の洲）玉筋魚四張網　　　　慣　行 昭和 4. 2. 7～24. 10. 30
〃　 2829 〃　　　　（ガンギの洲）〃　　　　　　　　　　〃 〃
〃　 2817 〃　　　　（二子の洲） 〃　　　　　　　　　　〃 〃

〃　　　　　由利島地先 皮剝抄網、いか釣、鰮延縄（網）、かはは
ぎ一本釣、鰡延縄（網）、ぼら一本釣、蛸
壺、鳥付漕釣、鯛一本釣、鰮撒釣、海鰡一
本釣、肥料藻、めばる一本釣、鰻一本釣、
つばくろ四張、手繰網、鰺鯖一本釣、ぎさ
み一本釣、鰈一本釣、えび漕網、さより巻
刺網、くらげ抄網、たひ撒餌釣、はまち撒
餌釣、ちぬ撒餌釣 慣　行

昭和 13. 11. 17～

農指第 4148号 二神地先 手繰網、磯魚散餌釣、鯛底曳網、蝦漕網、
鰆流網、水母抄網、玉筋魚抄網、タモリ延
縄、モブシ延縄、烏賊漕釣、鯛撒餌釣、鱸
撒餌釣、魬撒餌釣、イカ一本釣、皮剝一本
釣、太刀魚釣、鳥付漕釣、五智縄、ツバク
ロ敷網、鯔一本釣 慣　行

昭和 7. 1. 30～25. 1. 31

　〃　 4149 〃 由利島地先 （4148号に鱥刺網を附加） 慣　行 〃
　〃　 2816 〃 二神地先 藻建網、磯建網、鯛底曳網、玉筋魚、夜焚

抄網、鳥付玉筋魚抄網、鱥地曳網、鰊地曳
網、海鰡地曳網、繰網、鳥付漕釣、螺蠑、
鮑、貽介、海角、和布、鹿尾菜、海蘿
 慣　行

昭和 4. 11. 7～24. 10. 31
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共同漁業権への依存度に関する調査

表 6　現在の漁業権
（存続期間 26. 9. 1～31. 6. 30）

地　　域 共同漁業
権の種類 漁　　法 漁　　種 漁期 関係部落 行使方法

伊共第 152号 温泉郡神和村二子
島地先

第 1種 なまこ漁業 なまこ 11 月 1 日～
翌 5月 31日 神和村

元怒和
二神
上怒和

組合員の希望者
が各自で行使

いがい〃 1. 1～12. 31
うに〃 　　〃

第 2種 磯建網漁業 めばる、た
なごその他
磯魚

　　〃

〃　第 58号 〃　　二神島地先 第 1種 ひじき漁業 ひじき 9. 1～5. 31 神和村二
神

ふのり〃 ふのり 2. 1～6. 30
わかめ〃 わかめ 2. 1～7. 31
あおさ〃 あおさ 10. 1～5. 31
てんぐさ〃 てんぐさ 4. 1～8. 31
あらめ〃 あらめ 1. 1～12. 31 〃
ほんだわら〃 ほんだわら 　　〃
さゞえ〃 さゞえ 　　〃
いがい〃 いがい 　　〃
かき〃 かき 　　〃
うに〃 うに 　　〃
しゃこ〃 しゃこ 　　〃
なまこ〃 なまこ 11. 1～5. 31
えむし〃 えむし 1. 1～12. 31

第 2種 磯建網〃 めばる、た
なごその他
雑魚

1. 1～12. 31

雑魚小型
定置枡網

めばる、
すずき、あ
じ、その他

　　〃

〃　第 59号 〃　　横島地先 （第 58号と同） 〃 〃
〃　第 60 〃 〃　　中島地先 （ 〃 ） 〃 〃
〃　第 61 〃 〃　　小市島地先 （ 〃 ） 〃 〃
〃　第 62 〃 〃　　鴨背島地先 （ 〃 ） 〃 〃
〃　第 63 〃 〃　　由利島地先 （ 〃 ） 〃 〃
〃　第 64 〃 〃　　二神島横島

及中島地先
第 3種 地曳網漁業 いかなご、

ちぬ、た
い、雑魚

1. 1～12. 31 〃 組合員の特定の
人が行使

船曳網〃 いわし、雑
魚

　　〃 〃

（船曳網は
無動力船の
み）

〃　第 65号 〃　　由利島地先 　〃 〃 組合が自営
〃　第 66 〃 〃　　二神地先 第 4種 鳥付こぎ釣漁

業
たい、すず
き

1. 1～5. 31 組合員の希望者
が各自で行使

〃　第 67 〃 〃　　小市島地先 　〃 〃 〃 　　〃
〃　第 68 〃 〃　　由利島地先 　〃 〃 〃 　　〃

�
�

�
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表 7　現在の漁業協同組合の状況（昭和 29.6）
（Ⅰ）戸数及人口
総戸数 225戸 漁業者戸数 185戸 組合加入戸数 181戸
総人口 1114人 　〃　人口 962人 組合員及び其家族数 946人

（Ⅴ）組合地区内の漁業状況（漁業協同組合調査表より）（別紙）
（Ⅵ）組合の販売取扱実績（最近 3ヶ年）

昭和 26 昭和 27 昭和 28 単価貫当
数量 金額 数量 金額 数量 金額

生鮮魚介類

貫 千円 貫 千円 貫 千円 千円
タイ 10,113 7,428 15,404 11,127 21,919 17,942 400～2,000
スズキ 2,095 1,283 2,540 1,599 2,698 1,666 300～1,000
ハマチ 1,530 748 2,050 1,154 1,823 964 300～1,000
その他 16,104 2,560 16,228 4,099 17,543 5,282 80～500
タコ 6,880 1,620 7,530 2,189 8,640 2,818 300～350
計 36,722 13,639 43,752 20,168 52,623 28,672

加工品

貫 千円 貫 千円 貫 千円
煮干イワシ 46,433 6,712 93,998 11,038 58,576 7,929 100～200円
アヲサ、フ
ノリ、ヒジ
キ

12,298 1,281 12,634 1,038 9,702 860 5～100円

小計 58,731 7,993 106,632 12,076 18,278 8,789
合計 95,453 21,632 150,384 32,244 120,901 37,461

県内 36％　広島 32％　兵庫 28％　大阪市 8％　京都市 5％

（Ⅱ）出資金
　　 最近 3ヶ年地区内水揚実績
出資 1口金額 1,000円 定款に定める出資最高限度　100口
2口～5口 181 内漁家 152　漁民 29　出資口総計 724

（Ⅲ）地区内漁業形態及び規模

漁　　種
操業数

漁　　期 漁　　場
地区内 内組合員

鰮巾着網漁業 1統 5～11月 二神島並びに由利島周辺
〃船曳網　〃 4 2統 6～11 〃
鯛　〃　　〃 4 2 1～12 〃
蛸壺　　　〃 25 25 〃 〃
玉筋魚抄網〃 55 55 3～6 〃
鯛その他延縄〃 15 15 1～12 〃
一本釣その他〃 253 253 1～12 〃

（Ⅳ）最近 3ヶ年地区内水揚実績
昭和 26 昭和 27 昭和 28

数量 金額 数量 金額 数量 金額
貫 千円 貫 千円 貫 千円

地区内船 タイ、イワシ他 76,219 18,118 127,653 27,321 99,825 30,414
地区外船 タイ他 22,324 10,465 32,921 14,924 40,729 13,567
計 98,543 28,643 16,514 42,245 140,554 43,981

（註）地区外船の所属府県別隻数　県内 142隻、広島県 100、香川県 25、山口県 20　計 287
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表 9　網組経営の分配の状況
昭和 26年度

総漁獲高 金　　額 特別料金
総額の五分

販売手数料
売上の三分 資材代金その他 前渡金 支払金額

小泊網

入札数 円
1,356袋 604,227.00

小売
562 〃 262,511.00

計 円 円 円 円 円
1,918 〃 866,788.00 43,339.00 20,802.00 45,025.00 129,194.00 365,917.00

向井網

入札数 円
1,493袋 634,489.00

小売
891 〃 384,944.00

計
2,384 〃 1,019,433.00 50,964.00 24,462.00 47,508.00 78,000.00 433,585.00

昭和 28年度

総漁獲高 金　　額 特別料金
総額の五分

販売手数料
総額の三分 資材代金その他 貸付金 支払金額

小泊網

入札数 資材 円
1,304袋 670,099.00 118,065.00

ムシロ代
36,000.00

小売数 カゴ代
421 〃 247,907.00 8,400.00

ヤヅ代
10,500.00

魚代
11,645.00

計
1,725袋 918,006.00 45,900.00 24,786.00 163,610.00 60,000.00 375,803.00

向井網

入札数 資材
1,338袋 703,920.00 111,332.00

カゴ代
8,400.00

小売数 米代
218袋 17,000.00

仕切
28,533.00

魚代
5,564.00

計
1,556袋 830,040.00 41,500.00 22,411.00 113,763.00 100,000.00 426,246.00
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表 13　漁獲配分歩合表
順 内訳 配分率 歩合 備考 註

自営部
38.52725

組合
7.565

従業員
53.90775

1 特別漁業料 5分 5 組合へ
2 製造費 1割 9.5 自営部へ
3 販売手数料 3分 2.565 組合へ
4 残額 3.5割 29.02725 自営部へ
残額 6.5割 53,90775 従業員へ
合計 100

表 14　昭和 26年、同 28年の漁獲配分内訳
昭和 26年 昭和 28年

総揚高 6,860袋　　内盆引　184袋 5,923袋　　内盆切扱 97袋
総金額 3,276,748円　〃　　67,060円 2,977,906円　内盆  44,926
配分総高 3,209,688 2,932,980
特別料金 160,484 146,649
製造費 304,920 278,633
販売手数料 82,329 75,231
自営部 931,684 851,363
従業員 1,730,271 1,581,104
従業員配分内訳
総額 1,730,271
船賃 15,000
女子大船乗 800
幟代 1,000
歩役配分 1,713,471　これに本会計より販売

手数料 5,296.49円払戻
歩役金前戻 1,718,767.49
総歩役 9,045人五分
一人役 190円 191円
配分高 1,718,671.00
残金 9,649

表 15　従業員各戸の収入
昭和 28年度 昭和 27年度

円 円
男 2　女 1 38,773 男 1　女 2 52,819.80
男 1　女 1 24,830 男 2　女 1 67,315.80
男 2　女 2 47,025 男 1　女 1 41,978.00
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表 16　Ⅰ　最近 4年間の自営部の経営状況

数量 金額 漁業種、統数 種類 収支
剰余金 欠損金

袋 千円 千円
昭和 24年 5,055 1,721 鰮巾着網　1統

〃船曳網　3
イワシ 219

〃 25 〃 7,208 2,582 〃 〃 63
〃 26 〃 6,860 3,209 〃 〃 70

千円
〃 27 〃 13,315 4,790 鰮巾着網　1統

〃船曳網　2
〃 104

注　数量 1袋は煮干鰮製品の 800匁入りのもの
鯛船曳網は 1統に、昭 26年度　タイ　アジ　サバ　320貫　64万
円
〃 27年度　131貫　47万円の実績あり、これは別に経理し、水揚

の五分が自営部の収入になる。

表 16　Ⅱ　貸借対照表
二神漁業協同組合漁業自営部　昭和 28年 12月 31日

科　　目 内　　訳 小　　計 合　　計
資産の部
第 1流動資産
（1）　現金 13,039.32
（2）　預金 1,572.20
（3）　立替金 2,418.00
（4）　未収金 14,895.00
（5）　仮払金 45,090.00
流動資産合計 77,014.52
資産合計 77,014.52

負債の部
第 1流動負債
（1）　借入金 316,000.00
流動負債合計 316,000.00
負債合計 316,000.00

資本の部
（1）　繰越剰余金 104,425.72
（2）　本年度損失金 343,111.20
資本合計 （1）238,985.48
負債及資本合計 77,014.52

表 16　Ⅲ　損益計算書
二神漁業協同組合自営部　昭和 28. 1. 1

28.12.31
事業収入計算 内　　訳 合　　計

自営収入
（1）　煮干鰮 2,932,980.00
（2）　特別収入 31,448.80
（3）　雑収入 37,189.00 3,001,617.80
収入合計 3,001,617.80

自営支出
（イ）　自営材料費
（1）　漁網、漁具費 656,643.00
（2）　漁船費 89,860.50
（3）　染料費 66,876.00
（4）　燃油費 40,107.00
（5）　製造器具費 93,857.00
（6）　製造費 279,620.00 1,226,963.50
（ロ）　自営労務費
（1）　従業員歩合給 1,581,104.00
（2）　賞与手当 62,869.00
（3）　慰労費 142,150.00 1,786,123.00
（ハ）　自営雑支出
（1）　特別漁業料 146,649.00
（2）　支払販売手数料 75,231.00
（3）　事務所費 52,384.00
（4）　雑費 57,378.50 331,642.50

自営支出合計 3,344,729.00
事業総損失 （1）　343,111.20
本年度損失金 （1）　343,111.20


